
「東京都民間住宅活用モデル事業（空き家活用モデル事業）」の概要「東京都民間住宅活用モデル事業（空き家活用モデル事業）」の概要「東京都民間住宅活用モデル事業（空き家活用モデル事業）」の概要「東京都民間住宅活用モデル事業（空き家活用モデル事業）」の概要

本事業は、国の「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」（以下「国事
業」という。）の補助を受けて改修工事を実施する空き家のうち、木造住宅密集地域内の木造住宅密集地域内の木造住宅密集地域内の木造住宅密集地域内の
従前居住者の移転先従前居住者の移転先従前居住者の移転先従前居住者の移転先、または高齢者等住宅確保要配慮者高齢者等住宅確保要配慮者高齢者等住宅確保要配慮者高齢者等住宅確保要配慮者（（（（※※※※１）１）１）１）の共同居住（グループリビの共同居住（グループリビの共同居住（グループリビの共同居住（グループリビ
ング）ング）ング）ング）（（（（※※※※２）２）２）２）用用用用として活用するものに対して、国の補助に加えて、都独自の補助を行うも国の補助に加えて、都独自の補助を行うも国の補助に加えて、都独自の補助を行うも国の補助に加えて、都独自の補助を行うも
ののののです（予算額：３０００万円）。
都は、事業者募集要項に基づき、事業者の募集を行い、審査委員会において審査のうえ、

事業者を決定します。
※１ 住宅確保要配慮者とは、高齢者世帯、障害者等世帯、子育て世帯、所得が214,000円を超えない

者及び被災者世帯をいう 。
※２ 共同居住（グループリビング）とは、血縁関係等に因らない２以上の世帯が、協力して生活するも

のをいう。

１１１１ 事業の要件事業の要件事業の要件事業の要件
補助の対象は、東京都内に存する、国事業の補助を受けて改修工事を行う空き家がある

住宅（住棟）で、以下の（１）、（２）のいずれかに該当するもの

（１）木造住宅密集地域内の従前居住者の移転先として活用するもの（１）木造住宅密集地域内の従前居住者の移転先として活用するもの（１）木造住宅密集地域内の従前居住者の移転先として活用するもの（１）木造住宅密集地域内の従前居住者の移転先として活用するもの

（２）高齢者等住宅確保要配慮者の共同居住（グループリビング）用として活用するもの（２）高齢者等住宅確保要配慮者の共同居住（グループリビング）用として活用するもの（２）高齢者等住宅確保要配慮者の共同居住（グループリビング）用として活用するもの（２）高齢者等住宅確保要配慮者の共同居住（グループリビング）用として活用するもの

２２２２ 補助対象費用及び補助金の額補助対象費用及び補助金の額補助対象費用及び補助金の額補助対象費用及び補助金の額

ア 改修工事後の最初の入居者は、整備地域内または木造住宅密集地域整備事業の事
業区域内に居住する者で、都または区市の関連事業に協力して移転する住宅確保要
配慮者とすること。ただし、３ケ月以上、住宅確保要配慮者に該当する入居者を確
保できないときは、住宅確保要配慮者以外の者も入居させることができるものとす
る。

イ 対象空き家がある住宅（住棟）が、関連事業による移転の対象となっていないこ
と。

ア 改修工事後の最初の入居者は、住宅確保要配慮者のみの複数世帯とすること。た
だし、３ケ月以上、住宅確保要配慮者に該当する入居者を複数世帯確保できないと
きは、１世帯以上が住宅確保要配慮者であれば、住宅確保要配慮者以外の者も入居
させることができるものとする。

イ 各世帯が専用する居室を有すること。
ウ 各世帯のプライバシーが確保できること。
エ 世帯間のコミュニケーションが図れる居室として、共同で利用するための居間、
食堂等を有すること。

オ 居間、食堂、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備または浴室を共同で利用する
場合、各戸に備える場合と同等以上の居住環境を確保すること。

カ 改修工事後の賃貸借契約の対象となる共同で利用する部分を除く各戸の床面積は、
13㎡以上とすること。

キ 全入居者数に対して、住宅全体で最低居住面積水準以上の床面積を有すること。

【補助対象費用】国事業の補助対象となる費用
【補助金の額】 補助対象費用の１／３

（改修工事あたり補助限度額：１００万円×対象空き家の戸数）

（参考） 改訂版



①改修工事の請負契約①改修工事の請負契約①改修工事の請負契約①改修工事の請負契約

②応募・交付申請②応募・交付申請②応募・交付申請②応募・交付申請
申請期間：平成24年５月25日～12月28日

③交付決定③交付決定③交付決定③交付決定
申請された改修工事のうち、要件を満たすも
のについて交付決定

④改修工事④改修工事④改修工事④改修工事
交付決定日以降に着工
したものが補助対象

⑥⑥⑥⑥補助金の額の確定・支払い補助金の額の確定・支払い補助金の額の確定・支払い補助金の額の確定・支払い
完了実績報告をもとに、額を確定の上支払い

⑦⑦⑦⑦入居者決定等通知入居者決定等通知入居者決定等通知入居者決定等通知
⑤の完了実績報告時に入居者が決定していな
い場合は、入居者決定時又は入居者募集開始
日から３か月を経過した後速やかに実施

⑧⑧⑧⑧管理状況報告管理状況報告管理状況報告管理状況報告
工事を実施した住宅の管理状況について報告

改修工事後の改修工事後の改修工事後の改修工事後の
入居者募集入居者募集入居者募集入居者募集

募集開始日は、改
修工事の契約後で
実際の募集開始日

⑤⑤⑤⑤完了実績報告完了実績報告完了実績報告完了実績報告
事業が終了した住宅について報告

②募集要項等公表②募集要項等公表②募集要項等公表②募集要項等公表
平成24年８月１日

③応募③応募③応募③応募
平成24年８月2日～平成25年１月18日

①①①①事業事業事業事業実施方針公表実施方針公表実施方針公表実施方針公表
平成24年７月18日

⑥⑥⑥⑥補助金の額の確定・支払い補助金の額の確定・支払い補助金の額の確定・支払い補助金の額の確定・支払い
完了実績報告をもとに、額を確定の上支払い

⑤⑤⑤⑤完了実績報告完了実績報告完了実績報告完了実績報告
事業が終了した住宅について報告

⑧⑧⑧⑧入居状況のモニタリング入居状況のモニタリング入居状況のモニタリング入居状況のモニタリング
約１年後 実施予定

④④④④改修工事改修工事改修工事改修工事

事業者決定以降に着工したものが補助対象

⑦⑦⑦⑦入居者決定等通知入居者決定等通知入居者決定等通知入居者決定等通知
⑥の完了実績報告時に入居者が決定していな
い場合は、入居者決定時又は入居者募集開始
日から３か月を経過した後速やかに実施

※※※※

※※※※

※※※※

※※※※

東京都都市整備局住宅政策推進部住宅政策課東京都都市整備局住宅政策推進部住宅政策課東京都都市整備局住宅政策推進部住宅政策課東京都都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
電話電話電話電話 ０３－５３２０－４９１３（直通）０３－５３２０－４９１３（直通）０３－５３２０－４９１３（直通）０３－５３２０－４９１３（直通）

【国事業】 【本事業】

３３３３ 事業スケジュール事業スケジュール事業スケジュール事業スケジュール

※※※※国への提出資料・国からの決定通知等の写しを添付

（予算額に達した場合は、各募集締め切り日
時点で募集を打ち切ることがある）

※各募集締め切り後、事業者を決定・通知

平成24年11月９日･･･第１次募集締め切り

平成24年12月14日･･･第２次募集締め切り

平成25年１月18日･･･第３次募集締め切り


